
令和７年度予算概算要求の概要
（事業別の資料集）

資料６



令和７年度概算要求額 1.1億円（－億円）

成育局 成育環境課放課後児童クラブ利用手続き等に関わるDX推進実証事業（仮称）

事業の目的

⚫ 放課後児童クラブの利用手続きや運営に係るオンライン化、ＩＣＴ導入は進んでいない。そのため、放課後児童クラブ分野のＤＸを
推進することにより、利用調整の円滑化による待機児童対策、利用者の利便性向上、業務負担軽減などが見込まれる。

⚫ 本事業では、市町村域における放課後児童クラブＤＸ推進に必要となる業務要件定義の検討やアプリケーション（ツール）の開発
（既存システムの改修を含む）等を通じ、入所申請等に係る手続きのオンライン化、利用調整、市町村と事業所間の情報連携、事業所
と保護者間の日常的なやりとり、育成支援の記録等、市町村放課後児童クラブ担当部局や放課後児童クラブにおける総合的なＤＸ推進
のため、実証等を行う。

⚫ 成果物を活用し、業務標準化やアプリケーションの仕様の検討、好事例の横展開等を行い、放課後児童クラブＤＸを推進する。

事業の概要

⚫ 放課後児童クラブＤＸを推進するためのコンソーシアム（構成員：市町村、放課後児童クラブ運営法人・事業所、開発ベンダー等）を
設置する市町村に対して、実証に係る経費を補助する。

⚫ 実証する業務範囲は、複数の機能を接続するようなものを想定。例示している業務間をつなぎ、シナジー効果を発揮できるようにする。

実施主体等

【実施主体】市町村（特別区及び一部事務組合を含む。）                 

【補助率】定額（国：10／10）

【補助単価】１自治体あたり年額：10,574千円

新規

自治体
・利用申請手続き、面談等の予約
・利用調整、空き定員の公表
放課後児童クラブ
・児童の出欠席の記録、管理
・保護者からの欠席、遅刻、早退等の連絡
・保護者への連絡、アンケートの実施
・利用料の請求、請求書の作成
・職員の出退勤の管理、自治体への報告
・市町村からクラブへの情報提供
・育成支援の記録 等
これらをつなぐもの

想定される業務・機能例 事業イメージ

フィードバック

こども
家庭庁

財政
支援

助言

放課後児童クラブＤＸ推進コンソーシアム

成果物（報告書、要件定義書、仕様書等）

市町村 児童クラブ 開発ベンダー

利用調整の円滑化
ツール

業務改善ツール

支援記録ツール保護者との連携
ツール

開
発

検
証

検
討

推進枠
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＜子ども・子育て支援交付金＞ 令和７年度概算要求額  2,431億円の内数＋事項要求（2,074億円の内数）

放課後児童クラブ等におけるICT化推進事業

事業の目的

放課後児童クラブ等において、業務のICT化を推進するとともに、オンライン会議やオンライン研修を行うために必要な経費、通訳

サービス等の使用に必要な経費を支援することにより、利用環境を整備し、職員の業務負担の軽減を図る。

事業の概要

【事業内容】
（１）業務のICT化等を行うためのシステム導入

• 放課後児童クラブ等に従事する職員の業務負担の軽減等を図るため、保
護者との連絡等の業務のICT化や、オンラインを活用した相談支援に必
要なICT機器の導入等に要する費用を補助する。

• 都道府県等が実施する研修をオンラインで受講できるよう、必要なシス
テム基盤の導入にかかる費用を補助する。

（２）翻訳機等の購入

• 外国人の子育て家庭が気兼ねなく相談することができるよう、多言語音
声翻訳システム等を導入するための費用を補助する。

【対象事業】
子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業（延長保育事

業、一時預かり事業、病児保育事業を除く。）

実施主体等

【実施主体】市町村（特別区を含む）

【補助率】国：１／３、都道府県：１／３、市町村：１／３

【補助単価】

（１）業務のICT化等を行うためのシステム導入 ・・・１か所当たり 500,000円

（２）翻訳機等の購入・・・・・・・・・・・・・・・１か所当たり 150,000円

推進枠

放課後児童クラブにおけるICT化の取組事例

（ICTを活用した入退館管理、保護者連絡の事例）

（
保
護
者
へ
通
知
）

（
業
務
の
効
率
化
）

新規 成育局 参事官（事業調整担当）

活用イメージ
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令和７年度概算要求額 2,431億円＋事項要求（2,074億円）

成育局参事官（事業調整担当）子ども・子育て支援交付金

事業の目的

子ども・子育て支援法に基づき市町村が策定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」に従い、同法第59条に規定する地域子ども・子育て支

援事業に要する経費に充てるため交付することにより、子ども・子育て支援の着実な推進を図ることを目的とする。

事業の概要

「市町村子ども・子育て支援事業計画」に従い、地域子ども・子育て支援事業を実施する市町村に対し、事業の実施に必要な費用を交付する。

≪対象事業≫

実施主体等

【実施主体】市町村（特別区を含む） 【補助割合】国1/3，都道府県1/3，市町村1/3 等

拡充 推進枠

① 利用者支援事業
② 延長保育事業
③ 実費徴収に係る補足給付を行う事業
④ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業
⑤ 放課後児童健全育成事業
⑥ 子育て短期支援事業
⑦ 乳児家庭全戸訪問事業

⑧ 養育支援訪問事業
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
子育て世帯訪問支援事業
児童育成支援拠点事業
親子関係形成支援事業

⑨ 地域子育て支援拠点事業
⑩ 一時預かり事業

⑪ 病児保育事業
⑫ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポー
  ト・センター事業）
⑬ 産後ケア事業

⑭ 乳児等通園支援事業（令和７年度限り）

※妊婦健診については地方交付税措置。

≪令和７年度概算要求における主な充実の内容≫

⚫ 出産・子育て応援交付金で実施していた伴走型相談支援事業について、利用者支援事業に妊婦等包括相談支援事業型を創設して実施する。

⚫ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業について、在籍園児数に関わらず、特別な配慮が必要な子どもを受け入れている場合に職員の加配ができるよ
う補助要件の見直しを行う。

⚫ 地域子育て支援拠点事業について、子育て親子等がより身近な場所で交流等を行えるようにするため、専用施設での実施だけでなく、賃貸物件におい
て事業を実施する拠点に対する賃借料補助加算を創設する。

⚫ 一時預かり事業（幼稚園型）について、職員配置基準の改正に伴う単価の見直しを行うとともに、特別な支援を要する児童分単価の見直しを行う。

⚫ ファミリー・サポート・センター事業について、性加害防止対策に資する取組として、講習・広報啓発等を実施した場合の加算を創設する。

⚫ 産後ケア事業について、令和７年度から地域子ども・子育て支援事業で実施するとともに、受け入れに追加の人員配置が必要となるきょうだい、生後
４か月以降の児を預かった際の加算措置や、安全対策の充実のため、宿泊型の夜間の助産師等の２人以上の人員配置についての加算措置を創設する。

⚫ 放課後児童健全育成事業等について、業務のICT化を推進するため、オンライン会議やオンライン研修を行うための利用環境の整備等のための事業を
創設する。

⚫ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、令和７年度に限り地域子ども・子育て支援事業で実施する。

新規
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成育局 成育環境課放課後児童クラブ関係概算要求のポイント①

事業の目的

○ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生
活の場を与えて、その健全な育成を図るために要する運営費及び施設整備費に対する補助。

○ 実施主体：市町村（特別区を含む） ※市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができる

（５）障害児受入強化推進事業

（３）の①に加え、障害児を３人以上受け入れた場合の加配職員及び医療的ケア児に対す
る支援に必要な専門職員の配置等に必要な経費に対する補助

（６）小規模放課後児童クラブ支援事業

一の支援の単位を構成する児童の数が19人以下の小規模な放課後児童クラブに複数の放
課後児童支援員等の配置をするために必要な経費に対する補助

（７）放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業

要支援児童等（要支援児童、要保護児童及びその保護者）に対応する専門的知識等を有
する職員の配置に必要な経費に対する補助

（８）放課後児童クラブ育成支援体制強化事業

遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を自主的に行える環境整
備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置等の経費に対する補助

（９）放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業

第三者評価機関による評価を受審するために必要な経費に対する補助

（10）放課後児童クラブ利用調整支援事業

放課後児童クラブを利用できなかった児童等について、当該児童のニーズにあった放課
後に利用可能な施設等の利用のあっせん等を行う職員の配置に必要な経費に対する補助

１．運営費等（子ども・子育て支援交付金により実施）

（１）放課後児童健全育成事業（運営費）

放課後児童クラブの運営に必要な経費に対する補助

（２）放課後子ども環境整備事業

既存施設を活用して、新たに放課後児童クラブを実施するための改修等に必要な経費

に対する補助

（３）放課後児童クラブ支援事業
①障害児受入推進事業

障害児を受け入れた場合の加配職員の配置等に必要な経費に対する補助

②運営支援事業

待機児童が存在している地域等において、アパート等を活用して、新たに放課後児童ク

ラブを実施するために必要な賃借料等に対する補助

③送迎支援事業

放課後児童クラブへの移動や帰宅する際の送迎支援に必要な経費に対する補助

（４）放課後児童支援員の処遇改善

①放課後児童支援員等処遇改善等事業

18:30を超えて開所するクラブにおける放課後児童支援員等の処遇改善に必要な経費に

       対する補助

②放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

放課後児童支援員の勤続年数や研修実績等に応じた処遇改善に必要な経費に対する補助

③放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円相当賃金改善）

収入を3％程度(月額9,000円)引き上げるための措置に係る補助

〇運営費（基本分）の負担の考え方

1 / 3

1 / 3

1 / 3国1 / 6 ※

都道府県1 / 6

市町村1 / 6

保護者
1 / 2

※国(1/6)は事業主拠出金財源

令和７年度概算要求額 1,392億円＋事項要求（1,398億円）
＜子ども・子育て支援交付金＞ 令和７年度概算要求額 1,209億円 （1,223億円）

＜子ども・子育て支援施設整備交付金＞ 令和７年度概算要求額 143億円 （143億円）
＜こども政策推進事業費補助金（放課後関係）＞ 令和７年度概算要求額 29億円の内数（22億円の内数）

＜保育対策総合支援事業費費補助金（放課後関係）＞ 令和７年度概算要求額 11億円の内数（11億円の内数）
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成育局 成育環境課放課後児童クラブ関係概算要求のポイント②

２．施設整備等（子ども・子育て支援施設整備交付金により実施）

放課後児童クラブの施設整備に必要な経費に対する補助

公立の場合：（嵩上げ前）国１／３、都道府県１／３、市町村１／３
→（嵩上げ後）国２／３、都道府県１／６、市町村１／６

民立の場合：（嵩上げ前）国２／９、都道府県２／９、市町村２／９、社会福祉法人等１／３                   
                 →（嵩上げ後）国１／２、都道府県１／８、市町村１／８、社会福祉法人等１／４

※国庫補助率の嵩上げについては、待機児童が発生している市町村等が対象。

３．研修関係（こども政策推進事業費補助金により実施）

（１）放課後児童支援員認定資格研修事業

放課後児童支援員として認定されるために修了が義務づけられている研修を実施するために必要な経費に対する補助

（２）放課後児童支援員等資質向上研修事業

現任職員向けの研修を実施するために必要な経費に対する補助

４．その他（保育対策総合支援事業費補助金により実施）

こどもの居場所の確保
（１）放課後居場所緊急対策事業

待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、待機児童が10人以上
の市町村における放課後児童クラブを利用できない児童を対象に、児童
館や小学校等の既存の社会資源を活用し、放課後等に安全で安心なこど
もの居場所を提供する。

（２）小規模多機能・放課後児童支援事業

地域の実情に応じた放課後のこどもの居場所を提供するため、小規模
の放課後児童の預かり事業及び保育所などを組み合わせた小規模・多機
能の放課後児童支援を行う。

育成支援の内容の質の向上 ※両事業は、保育士関連の事業と連動して実施

（１）放課後児童クラブ巡回アドバイザーの配置

利用児童の安全確保や、こどもの自主性、社会性等のより一層の向上
が図られるよう、放課後児童クラブを巡回するアドバイザーを市町村等
に配置する。

（２）放課後児童クラブの人材確保支援

放課後児童支援員の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保するた
め、保育士・保育所支援センター等において、求人情報の提供や事業者
とのマッチングを行う。また、同センターと連携し、市町村において就
職相等の支援を行う。
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